
(57)【要約】

【目的】　表示体の表示画像を投影レンズにより拡大し

てスクリーンに投影するに当たって良好な画像性能を得

るようにした投写型表示装置用光学系を提供することを

目的とする。

【構成】　投影レンズは正の屈折力をもった５つのレン

ズ群からなり、それぞれが基準光軸に対して偏心してい

ることを特徴とする。
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【特許請求の範囲】

【請求項１】　液晶表示パネル等の表示体の原画像を投

影レンズにより拡大してスクリーンに投影する投写型表

示装置において、投影レンズは正の屈折力をもった５つ

のレンズ群から成り、それぞれが基準光軸に対して偏心

していることを特徴とする投写型表示装置用光学系。

【請求項２】　スクリーンは基準光軸に対して、垂直な

状態から６０°傾けたことを特徴とする請求項１に記載

の投写型表示装置用光学系。

【請求項３】　上記レンズ群は、基準光軸からの傾き偏

心量をΔθｎ、平行偏心量をΔＳｎとしたとき、Δθｎ

およびΔＳｎは

｜Δθｎ｜＜１０°

｜ΔＳｎ｜＜　７

であることを特徴とする請求項１または２に記載の投写

型表示装置用光学系。

【発明の詳細な説明】

【０００１】

【産業上の利用分野】本発明は、薄型でかつ大きな画像

を得る為の投写型表示装置用光学系に関するものであ

る。

【０００２】

【従来の技術及びその問題点】液晶表示パネルやブラウ

ン管等のディスプレイデバイスを用いて画像を拡大表示

する表示装置として、リヤ投写型表示装置が知られてい

る。例えば、４０インチ程度の画面を得る装置を見た

時、第１の方式として、図１のようなブラウン管を用い

た直視管テレビだと、ブラウン管そのものの大きさがほ

ぼ装置の大きさを決定し奥行きは７０cm以上にもなって

しまう。

【０００３】第２の方式として、図２のような７″程度

の小型ブラウン管を用いて投写する方式にしても、ブラ

ウン管及び投写レンズが大きく、前記図１の方式に比較

しても装置をそんなに薄くすることはでいないが、現

状、ブラウン管の製造能力がコスト面から最大４０″程

度の中で４０″を越えた大画面のディスプレイに用いら

れている。

【０００４】前記図２の方式において、小型ブラウン管

の代わりに、小型で薄い３″程度の液晶表示パネルを用

いると、図３のように小型化及び軽量化が図られてく

る。大画面を確保しながら、さらに装置の薄型化を図る

為に、従来から図４に示すように投影レンズをスクリー

ンに対して斜めに対向させて配置することが考えられて

おり、斜めの度合いが大きい程薄型化することができ

る。しかし、このように配置することにより、薄型化は

図れるが、この光学系ではスクリーンに投影される画像

が図５のように台形状に歪んだ画像となってしまうとい

う問題点をもっている。これは、各点の投影倍率に差が

ある為であり、対策として液晶表示パネル等を逆の台形

形状をもったものにすればスクリーン上で台形歪みを打

ち消すことができる訳だが、製造面、コスト面からみて

も現実的なものでない。

【０００５】この台形歪を補正する手段としては例えば

特開平１－２５７８３４号公報、特開平２－７９０３７

号公報に記載されるようなものがある。図６は上記特開

平１－２５７８３４号公報に、図７は上記特開平２－７

９０３７号公報にそれぞれ開示された実施例の構成図で

ある。上記特開平１－２５７８３４号公報は図６のよう

に反射鏡を回転非対称な非球面鏡と等価な光学的作用を

持つ形状とし台形歪の補正を行い装置の薄型化を達成し

ようとしているが、反射鏡が大きく、又、複雑かつミラ

ーであるということから高精度が要求され、コスト的に

も非常に高価なものとなり、台形歪補正にも限界があっ

た。又、上記特開平２－７８０３７号公報は図７に示さ

れているように、投影レンズによる表示パネルの像（＝

台形歪をもった像）をもう１段光学系を設け、この光学

系で逆の台形歪を発生させ、スクリーン上へは歪みのな

い像を結像させるといった提案がされている。しかし、

装置の薄型化を図る為には、表示パネル、第１レンズ、

第２レンズ及びスクリーンを相対的に大きく傾けていか

なければならない。台形歪を補正する傾きの関係は上記

公報に示されている通りであるが、第１レンズと第２レ

ンズが相対的に大きく傾くことにより、第１レンズを透

過した光線が第２レンズへリレーされないという問題が

発生する。この為に第２レンズの有効径をかなり大きく

しなければならない。又、傾き偏心や、平行偏心のな

い、物平面及び像平面が光軸に垂直な通常の光学系にお

いては、光軸から同一キョリの像高へ達する光線はレン

ズ系においても当然、光軸対称なポイントを通過する訳

であり、同一像高における諸収差は一定であるが、レン

ズに傾き偏心や平行偏心がある場合、その偏心のあるメ

リディオナル断面において基準光軸から同一キョリの像

高に対する光線は図７の光線の状況をみても明らかなよ

うに、前述した光線がリレーしにくいと同時に各レンズ

において光線の入射位置や入射角度が大きく異なってく

る。近軸、幾何的な結像関係は、計算上成立しても、こ

のような場合、収差面、特に歪曲収差と非点収差が非常

に大きく発生し、又、像面の湾曲量が大きく異なる等、

ディスプレイ装置として無視できるレベルではないとい

う問題があった。そしてこのようなレンズを傾けた斜め

投写を行う偏心光学系で上記したような収差を補正した

光学系について提案している従来例もない。

【０００６】

【本発明の目的】本発明は、表示体の表示画像を投影レ

ンズにより拡大してスクリーンに投影する装置におい

て、垂直投写に対して約半分の奥行きの薄型化を図る為

に、スクリーンに対して６０°入射を行う光学系におい

てレンズを傾き偏心及び平行偏心させることにより発生

する像の台形歪はもちろん、諸収差を補正し、良好な画

像性能を得ることができる、投写型表示装置用光学系の
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提供を目的とする。

【０００７】

【問題点を解決するための手段】本発明は上記目的を達

成する為に、基準光軸に対して垂直な状態から６０°傾

いたスクリーンに対して図８のように正の屈折力をもっ

た５つのレンズ群で構成することにより、近軸的な台形

歪み補正分割し、かつ、それぞれのレンズの偏心量は、

基準光軸からの傾き偏心量をΔθｎ、平行偏心量をΔＳ

ｎとしたとき、Δθｎ、ΔＳｎを

｜Δθｎ｜＜１０°

｜ΔＳｎ｜＜　７

を満足するように配置すればよい。

【０００８】

【実施例】以下、本発明の投写型表示装置用光学系につ

いて説明する。図８は本発明の光学系の近軸的な原理を

示すもので、表示体Ｐの原画像はレンズ１及びレンズ２

により台形歪をもった中間像Ｉをつくり、さらにこの中

間像Ｉはレンズ３及びレンズ４によりさらに同じ方向の

台形歪をもった中間像IIをつくる。そしてこの中間像II

をレンズ５によりスクリーンＳ上に台形歪の打ち消され

た像を結像する。レンズ１及びレンズ２の第１段目のレ

ンズ群、レンズ３及びレンズ４の第２段目のレンズ群

は、両側がテレセントリックに近い構成、又、レンズ５

は同様にテレセントリックに近い構成となっていること

から、偏心光学系にもかかわらず光線のマッチングを良

好にしている。図９（Ａ）、（Ｂ）は本発明の数値実施

例のレンズ断面図及び光路図である。近軸計算的には、

台形歪が補正された結像関係が計算できるが、一般的に

図９（Ａ）のようなレンズが基準光軸に対して偏心して

いる平面で、表示体面上で基準光軸に対称な複数の像高

に対して実光線で光線追跡を行うと、スクリーン上で基

準光軸に対称な位置に結像するはずが、大きく歪んでし

まう。これはレンズが偏心している為に上下の光線で各

レンズごとの入射位置及び入射角が異なることにより、

歪曲収差の発生量も大きく異なるからである。偏心光学

系では、台形歪みを補正する為のレンズに対する物平

面、像平面の傾き関係以上に偏心を含む平面内での基準

光軸より上側と下側の歪曲収差補正が重要になってく

る。この補正の為に球面レンズではなく、回転非対称な

非球面レンズを用いれば、補正が可能なことは推測しや

すいが、加工面、コスト面から現実的でない。

【０００９】この歪曲収差をはじめ諸収差を補正する為

に、一般的な補正手段である曲率のベンディング、厚

さ、間隔の変更、硝材の変更による収差補正では、光学

系が回転非対称ということからバランスよく補正するこ

とは困難で、レンズの傾き偏心及び平行偏心量を適正に

与えることにより補正が可能になる。しかし、各レンズ

の傾き偏心量をΔθｎ、平行偏心量をΔＳｎとするとき

｜Δθｎ｜＜１０°

｜ΔＳｎ｜＜　７

を満足しなければ、偏心光学系によって発生する歪曲収

差及び他の諸収差を良好に補正することは困難となる。

又、同時に各レンズ間の光線のマッチングが悪化し、十

分な光量も確保できない。

【００１０】次に本発明の数値実施例を示す。数値実施

例においてγｉはスクリーン側より順に第ｉ番目のレン

ズ面の曲率半径、ｄi はスクリーン側より順に第ｉ番目

の偏心前のレンズ厚及び空気間隔、ｎi とνiは夫々ス

クリーン側より順に第ｉ番目のレンズのｄ線における屈

折率とアッペ数である。Δθi 及びΔＳi はスクリーン

側より順に第ｉ番目の面を基準にブロック又は単レンズ

ごとに偏心した値である。符号は図９（Ａ）において傾

き偏心量Δθi は反時計回りの回転が正、時計回りの回

転が負、又、平行偏心量ΔＳi は基準光軸に対して上方

へのシフトが正、下方へのシフトが負である。カッコで

囲まれたレンズが一体となってブロックで偏心してい

る。

【００１１】なお本実施例は、表示体として３″の液晶

表示パネル、スクリーンサイズは対角線長５０″を想定

し、レンズ前面からスクリーンまでの投影キョリは３５

４５mm、表示体面の傾きは８°、スクリーンの傾きは６

０°となっている。又、本実施例は、図９（Ａ）の方向

に対して、基準光軸を中心に９０°回転した図９（Ｂ）

の方向の拡大率が１／２となっており、拡大率を縦横

１：１に補正するには、スクリーン側第５レンズ群の前

方に図９（Ｂ）の方向に屈折力をもつ、下記データのア

ナモルフィックレンズ系を挿入すればよい。アナモルフ

ィックレンズの参考例においてＡriはスクリーン側より

順に第ｉ番目のシリンドリカルレンズ面の曲率半径、Ａ

diはスクリーン側より順に第ｉ番目のシリンドリカルレ

ンズ厚及び空気間隔、ＡniとＡνi は夫々スクリーン側

より順に第ｉ番目のシリンドリカルレンズのｄ線におけ

る屈折率とアッペ数である。

【００１２】

【数１】
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【００１３】 【数２】
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【００１４】

【発明の効果】以上説明してきたように本発明に係る投

写型表示装置用光学系では、光学系を５つの群に分割

し、かつレンズの傾き偏心及び平行偏心の偏心量を特定

することにより、スクリーンに対して３０°入射という

光学系を達成し、薄型でしかも画像性能が維持された、

投写型表示装置用光学系を提供できる。

【図面の簡単な説明】

【図１】従来の投写型表示装置の断面図、

【図２】従来の投写型表示装置の断面図、

【図３】従来の投写型表示装置の断面図、

【図４】従来の斜め投影方式の投写型表示装置の断面

図、

【図５】斜め投影方式における表示体と投影画像の結像

関係を示す図、

【図６】斜め投影方式において台形歪みの補正を行った

従来実施例、

【図７】斜め投影方式において台形歪みの補正を行った

従来実施例、

【図８】本実施例の基本光学系を示す図、

【図９】（Ａ），（Ｂ）は本実施例の構成図及び光路

図、

【図１０】アナモルフィックレンズを装着した状態での

スポット性能と歪曲収差を示す説明図で、スクリーン上

での評価である。スポットはスクリーンに対して５倍に

拡大したものである。なお、スポットは１ケ所１００本

の光線により示している。

【符号の説明】

１　レンズ

２　レンズ

３　レンズ

４　レンズ

５　レンズ

Ｐ　表示体

Ｓ　スクリーン

Ｉ　中間像

II　中間像
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】

【図１０】
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【図５】 【図６】

【図７】
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【図８】
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【図９】
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